
　

市
立
周
桑
病
院
は
地
域
医
療
の
拠

点
病
院
と
し
て
、
重
要
な
役
割
と
使

命
を
担
っ
て
お
り
、
な
く
て
は
な
ら

な
い
病
院
で
す
。

　

し
か
し
、
平
成
16
年
度
の
新
臨
床

研
修
医
制
度
の
開
始
に
よ
っ
て
全
国

的
な
医
師
不
足
問
題
が
発
生
し
、
当

院
に
お
い
て
も
深
刻
な
医
師
不
足
に

よ
る
診
療
体
制
の
縮
小
、
患
者
の
大

幅
な
減
少
か
ら
、
収
益
は
減
少
し
、

経
営
は
極
め
て
厳
し
い
状
況
と
な

り
、
抜
本
的
な
改
革
が
必
要
と
な
り

ま
し
た
。

　

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
当
市
と
い

た
し
ま
し
て
は
、
市
民
の
皆
さ
ん
の

医
療
へ
の
安
心
を
確
保
し
、
病
院
を

存
続
さ
せ
る
方
策
と
し
て
種
々
検
討

の
結
果
、
「
行
政
が
出
資
し
て
医
療

法
人
を
立
ち
上
げ
、
医
師
を
理
事
長

と
し
、
運
営
を
委
託
す
る
（
指
定
管

理
者
と
す
る
）
こ
と
が
、
実
現
性
、

安
全
性
、
信
頼
性
の
あ
る
解
決
策
で

あ
る
」
と
の
西
条
市
医
療
基
本
構
想

策
定
委
員
会
の
答
申
を
尊
重
し
、
今

後
と
も
、
地
域
医
療
を
守
り
、
そ
の

拠
点
病
院
で
あ
る
周
桑
病
院
を
存
続

さ
せ
る
た
め
、
平
成
22
年
度
か
ら
指

定
管
理
者
制
度
を
導
入
す
る
方
針
で

取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。

地
域
医
療
を
守
り
、
病
院
存
続
に
向
け
た

周
桑
病
院
の
経
営
改
革

　今までどおり医療費は、国の定める診療報酬の算定方法
および市の規定に従うこととなります。指定管理者制度が
導入されたからといって、高くなることはありません。

　現在の診療科目を継続します。今後とも医師確保に努め
診療体制の充実をめざします。

　診療科目に変更はありますか？

　病院は医師不足による経営難が続いており、市の財政を
圧迫してまいりました。その改革として、医師を中心とす
る第３セクター方式で設立される医療法人に運営を委ねる
ものです。

　西条市立周桑病院として存続します。
　市域の拠点病院であり、地域医療を守るために指定管理
者制度を導入し、存続させます。

市立病院でなくなるのですか？

　なぜ、指定管理者制度を導入す
るのですか？

　救急医療は今までどおり維持します。　救急医療はどうなりますか？

　医療費が高くなりませんか？

指定管理者制度を導入した場合、診療体制等はどうなるのか、Ｑ＆Ａ（質疑・応答）方式でご説明します。

問合せ　周桑病院内　西条市地域医療対策室　℡0898－64－2630（代表）

広報さいじょう　2009　11月号�


